
 見附市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年６月７日 

見附市教育委員会教育長  渡邊 茂夫 

見附市教育委員会規則第３号 

   見附市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則の

一部を改正する規則 

別表１の項中「別表２」を「別表」に、 

「 

２ 条例別表第１（その２）

の２の項及び別表第３

（その２）の１０の項の

規則で定める事務 

見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関す

る要綱（平成２年見附市告示第５２号）第

４条第２項の医療費の助成の申請に係る事

実についての審査に関する事務 

                                 」を 

「 

２ 条例別表第１（その２）

の２の項、別表第２（そ

の２）の３の項及び別表

第３（その２）の１０の

項の規則で定める事務 

見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関す

る要綱（平成２年見附市告示第５２号）第

４条の受給者証の交付の申請に係る事実に

ついての審査に関する事務 

見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関す

る要綱第７条の受給資格内容等の変更等の

届出に係る事実についての審査に関する事

務 

見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関す

る要領（平成２年見附市告示第５３号）第

６条の受給者証の更新の申請に係る事実に

ついての審査に関する事務 

見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関す

る要綱第６条の医療費の助成の申請に係る

事実についての審査に関する事務 



                              」に改め、 

同表に次のように加える。 

４ 条例別表第１（その２）

の４の項、別表第２（そ

の２）の４の項及び別表

第３（その２）の１６の

項の規則で定める事務 

見附市子どもの医療費助成に関する要綱

（平成８年見附市告示第３７号）第５条の

受給者証の交付の申請に係る事実について

の審査に関する事務 

見附市子どもの医療費助成に関する要領

（平成８年見附市告示第３８号）第８条の

受給資格内容等の変更等の届出に係る事実

についての審査に関する事務 

見附市子どもの医療費助成に関する要綱第

９条の医療費の助成の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務 

５ 条例別表第１（その２）

の５の項、別表第２（そ

の２）の５の項及び別表

第３（その２）の１７の

項の規則で定める事務 

見附市妊産婦医療費助成事業実施要綱（平

成２６年見附市教育委員会告示第６号）第

６条の受給資格の認定の申請に係る事実に

ついての審査に関する事務 

見附市妊産婦医療費助成事業実施要綱第１

２条の受給資格内容等の変更等の届出に係

る事実についての審査に関する事務 

見附市妊産婦医療費助成事業実施要綱第１

１条の医療費の助成の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務 

６ 条例別表第１（その２）

の６の項及び別表第３

（その２）の１８の項の

規則で定める事務 

見附市不育症医療費助成事業実施要綱（平

成２６年見附市教育委員会告示第５号）第

７条の医療費の助成の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務 



７ 条例別表第１（その２）

の７の項及び別表第３

（その２）の１９の項の

規則で定める事務 

見附市不妊治療費助成事業実施要綱（令和

４年見附市教育委員会告示第１１号）第７

条の医療費の助成の申請に係る事実につい

ての審査に関する事務 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


